
レッツ ゴー！！

はぐくみ
「写真」＆「我が家のマイルール」

はぐくみ「我が家のマイルール」

大募集‼

Eメールでの
応募はこちら▶

Instagramでの
応募はこちら▶

令和６年10月31日木
まで［必着］たとえば

こんな写真
（令和５年

度応募作品
）

たとえばこ
んな

マイルール

申込
〆切

家庭でのユニークなルールや、子どもと関わる中で
大切にしているマイルールを募集します！

週１で夕食後に
家族全員で歌ったり、本を読んだり、
絵を描いたりする時間を過ごしています。

坂道を下る時は必ず
母「レッツ」、子ども「ゴー」と
かけ声をかけています！

寝る前に
その日嬉しかったことと

悲しかったことを発表しています♪

応募者の中から抽選で20名様に
図書カード3000円分を
プレゼント‼

（マイルールに関連する写真があればあわせて添付してください♪）

Eメールや
Instagramのダイレクトメッセージから
カンタン応募♪



令和６年度　京都はぐくみ憲章 

“はぐくみ「写真」＆「我が家のマイルール」”を大募集‼
子どもを地域ではぐくむための「京都はぐくみ憲章」をより身近なものにしていただくため、日頃子どもと接する
中で子どもたちの笑顔と健やかな育ちのために取り組んでいる行動やできごと、様子などの「①はぐくみ写真」を
募集するとともに、ご家庭でのユニークなルールや、子どもと関わる中で大切にされている「②はぐくみ我が家の
マイルール」を募集します！

1 募集する作品

2 募集期間　令和６年10月31日木まで（必着）

3 応募方法
⑴Eメールによる応募
件名を「はぐくみ写真2024」又は「はぐくみ我が家のマイルール
2024」とし、住所・氏名を明記の上、作品を添付し
送付してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　Eメールでの応募はこちらから▶

⑵Instagramによる応募
下記、Instagramアカウントへのダイレクト
メッセージにて、作品を送付して
ください。
　　Instagramでの応募はこちらから▶

4 応募特典
応募者の中から20名様に、図書カード3,000円分を進呈します。
・�Instagramでご応募され当選された場合は、改めてこちらからダイレクトメッセージを送付させていただきますので、メッセージ受取ができる
設定へのご変更をお願いいたします。

5 その他・注意事項 6 応募先・問合せ先
❶応募作品は、本市の広報媒体に使用する場合があります。応募者は、本市が応募作品を使用するこ
とについて、予め了承するものとします。❷応募作品は、第三者の権利を侵害するものでないものと
してください。❸写真の作品は、被写体となる人物・建物・商標等の権利や、撮影者の著作権等を侵
害するものでないことを、応募者の責任において確認してください。未成年を撮影した作品は、応募
や公開について保護者の了承を得てください。❹ Instagramで応募いただく場合は、Instagramの利
用規約を順守してください。❺Eメールで応募いただく場合は、一通あたりデータ量を５MB以下とし
てください。（写真が複数枚あり、５MBを超える場合は何通かに分けて送付してください。）❻応募数
の上限は、写真・我が家のマイルールそれぞれでお一人様５作品（計10作品）までとします。❼副賞
の送付等に際して必要事項をお伺いするため、担当から応募者へご連絡する場合があります。応募先・
問合せ先のSNSアカウント名・Eメールアドレスを参照し、なりすましにご注意下さい。❽応募者か
ら収集した個人情報は、本事業の目的の達成に必要な範囲でのみ使用します。

〒604-0845
京都市中京区二条殿町552
明治安田生命京都ビル4階
京都市子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話：075-251-0457
FAX：075-251-1616
Eメール：hagukumi-bunka@city.kyoto.lg.jp

各種SNSアカウント：
Facebook・X・Instagram▶

「京都はぐくみ憲章」とは…
京都市では子どもを健やかに育む社
会を目指し、市民の皆さんとの協働
により、市民共通の行動規範として、
「子どもを共に育む京都市民憲章」を
平成19年2月5日に制定しました。

詳しくは検索又は二次元コードから
ご覧ください。

京都はぐくみ憲章 検索

①はぐくみ写真
説明文（50字程度）またはタイトルを付して
ください。

②はぐくみ我が家のマイルール
ご家庭でのユニークなルールや、�
子どもと関わる中で大切にされている
「我が家のマイルール」を概ね100字�
以内で作成してください。
なお、マイルールに関連する写真があ
る場合は、あわせて添付してください。

令和６年８月　京都市子ども若者はぐくみ局
はぐくみ創造推進室発行　
京都市印刷物第064509号

チラシ等の「雑がみ」の�
リサイクルを進めよう！


